
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ほっとひといき☕○59        「 ト イ レ の お 話 」 

 

１回休載しました。ご心配頂いた方もありましたが，いたって元気です(＾◇ )^ 

さて先日最高裁は，戸籍上男性であり女性として生活している人の「女子トイレの使用」に関する訴えに対

して，「国の取り扱いは違法」という判決を出しました。原告や性的少数者だけでなく，差別と闘うすべての

人に勇気を与える判決だったと思います。それに対して「悪意を持って女装した人が侵入し犯罪行為を働いた

らどうするのか」という意見が SNS 等で言われていますが，それって「違法とは言えない」の根拠になりま

すか？判決は「差別的な扱いで困っている人があるから，そんな扱いをやめよう」と言っているのです。誰に

とってもうれしいことではないでしょうか。 

今，コンビニのトイレは男子用・女子用以外に「誰でも使える部屋」があり，男子用

も大小兼用になってきています。小学校下校時の勝手見守り中に，急に腹が痛くなって

お世話になるたびに「守られている」ことを実感し，元気がわいてきます(#^^#) 

 

崎津地区人権・同和教育推進協議会 会長 徳永哲郎（７区） 

外来種オオカナダモ(23.7.16 崎津小前) 

鳥取県部落解放月間 ７月１０日～８月９日 

人権尊重社会を実現する鳥取県研究集会 ８月１８日(金)

米子市からのお知らせ 

米子市では、令和６年米子市二十歳を祝う会を令和６年１月３日（水）

に米子コンベンションセンターで開催するにあたり、二十歳を祝う会

実行委員会スタッフと記念感想文を募集しています。 

① 二十歳を祝う会実行委員会スタッフの募集について 

このたび二十歳を迎える方、二十歳を祝う会の企画運営を自分

たちやってみませんか？思い出に残る会にしたい方、やる気の

ある方、募集しています。 

○応募資格 二十歳を祝う会対象者 

（平成15年 4月 2日から平成16年 4月 1日までに生まれた方） 

※実行委員会は原則平日夕方に行うこととしていますが、当日

出席できない方は、Zoom等での参加も可能です。 

○応募締切 令和５年８月２０日（日） 

② 二十歳を祝う会記念感想文の募集について 

タイトルは問いません。自由です。「夢や未来への希望」、「家族

や友達とのかかわり」、「米子市民としての自覚」などあなたの言

葉で伝えてください。ご応募いただいた方には参加賞を、入賞の

方には賞品をご用意しております。 

〇応募資格 米子市二十歳を祝う会対象者 

（平成15年 4月 2日から平成16年 4月 1日までに生まれた方） 

〇字数   ４００字詰め原稿用紙３枚程度まで 

〇応募締切 令和５年１０月３1日（火）必着 

○応募方法 住所、氏名（ふりがな）、生年月日、電話番号を明

記の上、郵送、ＦＡＸ、Eメールでご応募ください。電話申込

や、直接、生涯学習課窓口へお越しいただいても結構です。 

お申込み・お問い合わせ先 

〒683－8686 米子市加茂町一丁目１番地 米子市役所４階 

米子市教育委員会 生涯学習課生涯学習担当 

ＴＥＬ（０８５９）２３－５４４２ ＦＡＸ（０８５９）２３－５５６８ 

Ｅ-mail  shogaku@city.yonago.lg.jp 

 
 
 
日 時：８月９日（水）10 時～ 
場 所：弓ヶ浜子育て支援センター（富益保育園となり） 
電 話：２８－８８６０  
持ち物：持ち物： 水泳専用パンツ、タオル、飲み物 

今月は、第 2 水曜日になりますのでご注意ください 
 

● 子育てサークルよりお知らせ 

  みずあそびをしましょう 

 

   

 

 


